
不動産取引の注意事項

【第1部】不動産トラブルの実態を知る
【第2部】売買取引の落とし穴
【第3部】賃貸取引の落とし穴
【第4部】悪質商法から身を守る

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 主催 ・ 埼玉県 後援

令和7年12月2日（火） 13:00～15:15

株式会社ときそう
不動産鑑定士 吉野荘平
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• 「お宅の土地を買いたい」と突然自宅に訪問してくる業者（→高齢者の一人暮らし世帯が特に狙われやすい）
• 全国の消費生活センターへの60歳以上の相談は年間600件以上
• 「今日決めてくれれば高く買う」など即決を迫る手口が典型 39
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